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新型コロナウイルス感染症対策専門家会議 

「新型コロナウイルス感染症対策の状況分析・提言」（2020 年４月 22 日） 

Ⅰ．はじめに 

〇 本専門家会議は、４月１日の「新型コロナウイルス感染症対策の状況分析・提言」に

おいて、都市部を中心にクラスター感染が次々と生じるなど患者数が急増し、医療供給

体制が逼迫しつつある地域があること、継続的に注視すべき状況にあること等を指摘した。 

〇 その後、４月７日には、新型コロナウイルス感染症対策本部決定により、埼玉県、

千葉県、東京都、神奈川県、大阪府、兵庫県及び福岡県の 7 都府県に対し、新型イン

フルエンザ等対策特別措置法第 32 条第 1項に基づく緊急事態宣言が発出された。

〇 ４月 16 日には、上記７都府県と、同程度にまん延が進んでいると考えられる北海道、

茨城県、石川県、岐阜県、愛知県及び京都府の６道府県との合計 13 都道府県が新たに

「特定警戒都道府県1」として指定されるとともに、それ以外の 34 県についても、 

① 都市部からの人の流れで、都市部以外の地域に感染が広がりクラスター感染が起き

始めたこと、 

② そうした地域では都市部に比べ医療機関などの数も少なく感染が広がれば医療が

機能不全に陥る可能性が極めて高いため、先手先手の対策を打つ必要があること、 

③ ４月７日の緊急事態宣言発出後、多くの国民の方が求められる行動変容に協力して

いただいたが、未だ改善の余地があること、 

④ 我が国における更なる感染拡大を抑制するためには全都道府県が足並みを揃える

必要があること、 

などの観点から、緊急事態宣言の対象とされた。 

〇 今般、前回の提言から３週間が経過したこと等を踏まえ、最新の情報に基づいて状況

分析を更新するとともに、提言を行うこととした。 

Ⅱ．現状と課題 

１．国内の状況等 

○ 現在の全国的な状況については、

・新規感染者数は、日ごとの差はあるものの、１日の新規感染者数は 455 人にのぼって

おり、累積感染者数は４月 20 日には 10,200 人を超えるに至った。

1 特定警戒都道府県：特に重点的に感染拡⼤の防⽌に向けた取組を進めていく必要がある地域として指定。
４⽉ 16 ⽇に変更された基本的対処⽅針では、これらの地域においては、外出⾃粛の要請に加え、施
設利⽤の制限、在宅勤務（テレワーク）や時差出勤等の強⼒な推進等を実施することされている。ま
た、特定警戒都道府県以外の 34 県においては、施設利⽤の制限等の措置については、感染拡⼤防⽌
を主眼としつつ、地域の感染状況や経済社会に与える影響等を踏まえ、都道府県知事がその実施につ
いて、判断を⾏うものとされている。
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